
 

令和２年９月９日（水）に実施した第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士及び第三級海上無線通信

士「法規」の試験問題中“問Ｂ－３”において以下のとおり表記に誤りがありましたので、当該“問Ｂ－３”については、受験者全

員を正解として処置します。（５点） 

 

 

表記に誤りがあった問題            正しい問題 
 

Ｂ－３ 総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法（第８０条、第８１条及

び第８１条の２）の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを

１、適合しないものを２として解答せよ。 

 

   １ 無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した

無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなけれ

ばならない。 

   ２ 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため

必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることがで

きる。 

３ 無線局の免許人は、無線局が外国において当該外国の主管庁による検査を受

け、検査の結果について指示を受けたときは、総務省令で定める手続により、そ

の事実及び措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。 

   ４ 総務大臣は、電波法を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従

事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めること

ができる。 

   ５ 無線局の免許人は無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外

の運用の制限をされたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告し

なければならない。 

 

 

Ｂ－３ 総務大臣に対する報告に関する次の記述のうち、電波法（第８０条、第８１条及

び第８１条の２）の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを

１、適合しないものを２として解答せよ。 

 

   ア 無線局の免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した

無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなけれ

ばならない。 

   イ 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため

必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることがで

きる。 

ウ 無線局の免許人は、無線局が外国において当該外国の主管庁による検査を受

け、検査の結果について指示を受けたときは、総務省令で定める手続により、そ

の事実及び措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。 

   エ 総務大臣は、電波法を施行するため必要があると認めるときは、船舶局無線従

事者証明を受けている者に対し、船舶局無線従事者証明に関し報告を求めること

ができる。 

   オ 無線局の免許人は無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外

の運用の制限をされたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告し

なければならない。 

 

 




